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会 長：ただ今から、平成２５年第１０回定例総会を開会いたします。 
    欠席委員は、４番石黒委員１名です。 
    出席委員は８名中７名で定足数に達しておりますので、総会は成立してお 
    ります。 
    本日の議事録署名人に、１番栗田委員と２番の石塚委員を指名いたします。 
会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。 

    初めに、日程第１、農地法第３条の規定による許可申請について、議案番 
    号３８号、３９号を一括して上程いたします。事務局より議案の朗読と説 
    明をお願いします。 
事務局：（議案番号３８、３９号を朗読） 
    当案件は、位置図にあるとおり小谷の農業振興地域の農用地で、現況は畑 
    です。譲受人は夫婦で農業に従事しており、現在、２，７９６㎡の農地で 
    花卉と野菜を栽培しております。当該農地は６１１㎡ですので、取得後に 
    おいて、耕作の事業に供すべき農地の面積の合計が、寒川町農業委員会が 
    定める下限面積である３０アールは超えております。自宅から申請地まで 
    の通作距離は約２㎞、車で自宅から５分位のところにあります。今回の権 
    利の設定による周辺農地への影響はありません。以上のことから農地法第 
    ３条第２項には該当しませんので、許可条件を満たしていると考えられま 
    す。続いて議案番号３９号です。当案件は位置図にありますとおり岡田の 

    農業振興地域の農用地で現況は田です。譲受人は常時農業に従事しており、 
    南隣の田を所有し耕作しています。現在田、畑あわせて５，５２６㎡所有 
    しており下限面積要件は満たしております。自宅から申請地までの通作距 
    離は約１㎞、徒歩で自宅から約１０分のところにあります。今回の権利の 
    設定による周辺の地への影響はありません。以上のことから農地法第３条 
    第２項各号には該当しませんので、許可条件を満たしていると考えられま 
    す。 
会 長：続いて、地区担当委員の現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
５ 番：現在畑として使用しており、特に問題ないと思われます。 
７ 番：今まで郷土研究会でお飾り用の稲を耕作されていた所で、特に問題ないと 



     思われます。 
会 長：ありがとうございます。これより質疑に入ります。質問はございますか。 
（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号３８号、３９号 
    について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
会 長：では全員挙手ですので、議案番号３８号、３９号は原案のとおり許可書を 
    発行することに決定いたします。次に日程第２、農地法第５条第１項目的 
    の買受適格証明について議案番号４０号、及び日程第３、農地法５条の規 
    定による許可申請について議案番号４１号を、それぞれ関連する案件です 
    ので一括して上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いしま 
    す。 
事務局：（議案番号４０号、４１号を朗読） 
    当該地は、位置図にありますとおり宮山の寒川神社西側の神社西側の神社 
    駐車場に隣接する農業振興地域にある農用地以外の農地です。当該地の農 

    地法に基づく農地転用許可の判断となる立地基準として、市街化区域から 
    の連たんが認められる第３種農地です。願出人が公売に参加するための買 
    受適格証明が交付されますと落札後、議案４１号の５条許可申請により所 

    有権の移転と駐車場への転用となる予定です。議案４０号、４１号とも神 
    奈川県湘南地域県政総合センター農地課と事前調整を行っており、問題な 
    いと思われます。 
会 長：地区担当委員は私です。現地は既にある参拝者駐車場と隣接し、一体とし

て駐車場に利用するため、特に問題ないと思います。それではこれより質 
    疑に入ります。発言のある方は挙手願います。 
５ 番：神社が当該農地を取得するについて、資格は何か。 
事務局：当該農地は転用可能な第３種農地であり、事業者が転用の事業計画を実施

する資金力や信用性が審査されますので、問題はありません。 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号４０号、４１号 
    について、一括して採決いたします。 
    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
会 長：では全員挙手ですので、議案番号４０号、４１号は原案のとおり許可相当 
    として意見書を添え、県に進達することに決定いたします。続いて日程第 
    ４農地造成承認願について議案番号４２号を上程いたします。 
事務局：（議案番号４２号を朗読） 
    位置図にありますとおり、小谷小学校の北西に隣接する田で、現況は畑で 

す。施工業者は岡田５５７から５６０番までの田を造成した実績のある業者 
です。 

会 長：続いて担当地区の委員から補足説明をお願いします。 
５ 番：現地は道路課と水路の境界確定中でありますが問題はありません。 

会 長：では、質疑に入ります。ただいまの説明について発言のある方は挙手願い 
ます。 

（委員より意見、質問なし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号４２号について 
    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
（全員挙手） 
会 長：では全員賛成ですので、議案番号４２号は原案のとおり許可書を交付する 
    ことに決定いたします。続いて日程５、農地法第４条第１項第７号の規定 
    による転用届出について、報告番号９４号、９５号の２件、日程第６、農 
    地法第５条第１項第６号の規定による転用届け出について、報告番号９６ 



    号の１件を一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いします。 
事務局：（議案番号９４～９６号を朗読） 
    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、

書類を受理いたしました。 
会 長：ただいまの報告について発言のある方は挙手願います。 
２ 番：届け出については事後でも受付できるのか。 
事務局：本来は農地か更地の時ですが、事後でも受付しています。 
会 長：よろしいでしょうか。他に発言が無いようですので、届け出の報告事項に

ついては了承されたこととします。最後にその他審議事項はありますでし
ょうか。 

（特になし） 
会 長：では、以上をもって、平成２５年第１０回寒川町農業委員会定例総会を閉

会いたします。 
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